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〈東京国税局からのお知らせ〉 

 
文書回答制度とは 

納税者の皆様から、取引等に係る税務上の取扱いに関して文書による回答を求める旨の事前照会があっ

た場合に、一定の要件の下に、文書により回答するとともに、他の納税者の皆様の予測可能性の向上に役

立てていただくために、その照会内容を公表するという納税者サービスです。 

対象となるものは 

照会者が、自ら実際に行った取引等又は将来行う予定の取引等で個別具体的な資料の提出が可能なもの

（その取引等に係る国税の申告期限（源泉徴収等の場合は納期限）の前に照会されるものに限ります。） 

対象とならないものは 

○ 仮定の事実関係や複数の選択肢がある事実関係に基づくもの 

○ 取引等に係る税務上の取扱い等が、法令、法令解釈通達あるいは過去に公表された質疑事例等において

明らかになっているもの 

○ 個々の財産の評価や取引等価額の算定・妥当性の判断に関するもの 

○ 実地確認や関係者への照会等による事実関係の認定を要するもの 

○ 国税の軽減等を主要な目的とするものや通常の経済取引等としては不合理であると認められるもの 

○ その他、文書回答手続による回答が適切でないと認められるもの 

照会方法は 

税務署等に備え付けてある用紙（国税庁ホームページからもダウンロードできます。）に必要事項をご記

入の上、関係書類を添えて、原則として照会者の納税地を所轄する税務署に提出していただくことになり

ます。 

なお、具体的な審査及び回答は、原則として国税局の課税第一部審理課が行います。 

※ご注意ください！ 

○ 取引等に係る国税の申告期限等が経過した場合には、回答は行われませんので、審査に要する期間をご

考慮の上、ご照会ください。 

○ 事前照会の回答がないことを理由に国税の申告期限等が延長されることはありません。 

○ 回答内容に不服がある場合や国税の申告期限等までに回答が行われないことなどに対して不服がある

場合であっても、不服申立ての対象とはなりません。 

 

 

 

 

 

 

   この社会、あなたの税がいきている 

江東西あおいろ会報 
公益社団法人 

江東西青色申告会 

○ 受付日からおおむね１か月以内に処理の時期の見通し等を説明します。 

○ 回答は、受付日から原則３か月以内の極力早期に行うよう努めています。 

○ 照会者名等の照会者を特定する情報は原則非公表となります。 

○ 照会者からの申出があり、相当の理由があれば、回答後の公表を最長１年間（原則２か月以内）延期

することができます。 

 

詳細については東京国税局ホームページ 

（http://www.nta.go.jp/tokyo）トップ画面 

下部の文書回答制度バナーからご覧ください。 

                         
 

http://www.nta.go.jp/tokyo


青色申告会は、ボランティアの役員が中心となって活動しています 
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税
制
・
指
導
・
政
策
委
員
会(

委
員
長:

庄
司 

修)

で
は

10
月

5

日
に
あ
お
い

ろ
塾
を
開
催
し
ま
し
た
。 

今
年
の
あ
お
い
ろ
塾

は
、
20
名
の
参
加
が
あ

り
、「
事
業
承
継
税
制
税

負
担
軽
減
措
置
実
現
の

為
の
研
修
会
」
を
秋
元

司
衆
議
院
議
員
に
ご
講

義
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

私
た
ち
個
人
事
業
主

に
か
か
わ
る
税
制
を
実

現
す
る
た
め
に
、
日
頃
ご

尽
力
い
た
だ
い
て
い
る

税
制
改
正
に
つ
い
て
も

ご
講
義
い
た
だ
き
、
大
変

勉
強
に
な
り
ま
し
た
。 

ま
た
、
タ
イ
ム
リ
ー
な
話
題
と
し
て
安
保
法
案
に
つ
い
て

も
解
り
や
す
く
ご
講
義
頂
き
ま
し
た
。 

      

 

～
区
民
ま
つ
り
参
加
～ 

10
月
18
日
（
日
）
第
33
回
江
東
区
民
ま
つ
り
に
参
加
し

ま
し
た
。
当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
開
設
し
た
模
擬
店
で

は
コ
ロ
ッ
ケ
・
焼
き
鳥
・
生
ビ
ー
ル
等
を
販
売
し
、
午
後
1
時

45
分
に
完
売
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

今
年
も(

一
社)

江

東
東
青
色
申
告
会
の

協
力
も
あ
り
、
幅
広
い

広
報
活
動
を
展
開
。
青

色
申
告
の
チ
ラ
シ
や

マ
ス
ク
、
税
務
懇
話
会

で
作
成
し
た
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
な
ど
の
広
報

グ
ッ
ズ
配
布
し
、
税
の

広
報
活
動
を
行
い
ま

し
た
。 

ま
た
、
税
金
ク
イ
ズ

や
イ
ー
タ
君
と
の
写

真
撮
影
会
も
子
ど
も

達
に
大
好
評
で
し
た
。 

今
回
の
収
益
金
は

社
会
福
祉
法
人
江
東

区
社
会
福
祉
協
議
会

に
寄
付
さ
せ
て
い
た

だ
く
予
定
で
す
。
詳
細

は
後
日
ご
報
告
致
し

ま
す
。 

 

～
区
民
ま
つ
り
反
省
会
～ 

 

10
月
23
日
（
金
）
区
民
ま
つ
り
の
収
支
報
告
を
し
、
反
省

点
な
ど
を
話
し
合
い
な
が
ら
反
省
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。 

 

5
日(

月)

女
性
部
食
事
会(

部
長:

佐
藤
幸
子) 

当
日
は
、
22
名
の
参
加
が
あ
り
、
参
加
者
相
互
の
情
報

交
換
と
懇
親
を
深
め
ま
し
た
。 

5
日(

月)

あ
お
い
ろ
塾(

委
員
長:

庄
司 

修) 

6
日(

火)

三
役
会(

会
長:

福
與
公
秀) 

 

引
き
続
き
、
代
議
員
制
度
に
つ
い
て
審
議
、
各
委
員
会

よ
り
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。 

7
日(

水)

住
吉
毛
利
猿
江
支
部 

支
部
理
事
会(

支
部
長:

森
井
政
彦) 

 

支
部
長
よ
り
理
事
会
報
告
と
忘
年
会
の
日
程
に
つ
い
て

話
し
合
い
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

8
日(

木)

青
年
部
ス
パ
企
画(

部
長:

町
野
幸
史) 

9
日(

金)

組
織
広
報
委
員
会(

委
員
長:

大
村
彰
男) 

 

代
議
員
制
度
に
つ
い
て
委
員
会
へ
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
支
部
活
動
費
の
支
給
方
法
と
活
動
に
つ
い
て
、
次

年
度
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

18
日(

日)

区
民
ま
つ
り(

委
員
長:

野
島
和
博) 

20
日(

火)

青
色
コ
ー
ナ
ー
指
導
者
養
成
研
修 

(

委
員
長:

庄
司 

修) 

21
日(

水)

会
計
報
告
会 

23
日(

金)

区
民
ま
つ
り
反
省
会(

委
員
長:

野
島
和
博) 

28
日(

水)

女
性
部
・
青
年
部
合
同
企
画
税
制
改
正
勉
強
会 

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
研
修
会
」 

(

部
長:

佐
藤
幸
子･

町
野
幸
史) 

各
会
議
・
行
事 

ご
報
告 

 

事
業
厚
生
委
員
会
よ
り
ご
報
告 

 

あ
お
い
ろ
塾
を
開
催
し
ま
し
た 

 

 

青色共済にご加入を 
死亡・入院・障害・火災見舞保険金

をはじめ、地震・天災にも 

給付され安心。 

会費は月額 1,000円と低廉。 

共済会費は経理上申告会会費と同様

の扱いとなります。 

既に加入の生命保険にプラス保障。 

 

集団健康診断「青色ドック」が 

標準検査 13,000円のところ 

10,000円で受診できます。 

加入は 14歳 6カ月～ 

60歳 6カ月の方まで 

新規・追加加入の方全員に 

ＱＵＯカード(500 円)贈呈！ 

加入するなら 

お得な今がチャンス！！ 

お申込み・ご質問は青色申告会まで 

０３－３６４９－４１７８ 
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11
月 

2
日 

月 
 

局
署
会
合
同
協
議
会 

 
 
  

4
日 

水 
 

監
査
会 

 
   

4
日 

水 
 

都
税
事
務
所 

税
務
功
労
者
感
謝
状
贈
呈
式 

 
 
   

9
日 

月 
 

あ
お
い
ろ
塾
「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
研
修
会
」  

 
  

10
日 

火 
 

三
役
会 

11
日 

水 
 

組
織
広
報
委
員
会 

  
 
 
 
  

13
日 

金 
 

江
東
西
税
務
署
管
内
納
税
表
彰
式 

 
 
   

14
日 

土 
 

連
）女
性
部
・青
年
部
合
同
企
画 

「
ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」   

 
 

16
日 

月 
 

第1

回
青
色
コ
ー
ナ
ー
従
事
者
研
修
会  

 
  

17
日 

火 
 

理
事
会 

 
   

20
日 

金 
 

署
長
講
演
会 

 
   

24
日 

火 
 

連
）税
制
指
導
政
策
委
員
会 

  

25
日 

水 
 

事
業
厚
生
委
員
会 

  
  

27
日 

金 
 

6
署
合
同
会
議 

 
   

28
日 

土 
 

青
年
部 

江
東
東
会
合
同
企
画 

「
切
子
体
験
」  

 
  

30
日 

月 
 

理
容
部 

勉
強
会 

  
  

30
日 

月 
 

税
制
指
導
政
策
委
員
会  

  

平
成
２８
年
度
税
制
改
正
要
望
運
動
の 

ハ
ガ
キ
陳
情
運
動
に
つ
い
て 

青
色
申
告
会
で
は
、
毎
年
、
固
定
資
産
税
等
の
軽
減
措

置
の
継
続
に
つ
い
て
の
要
望
運
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

私
た
ち
の
声
を
東
京
都
議
会
議
員
に
届
け
る
た
め
、
ご

地
元
の
都
議
会
議
員
の
方
々
に
「
陳
情
ハ
ガ
キ
」
を
お
出

し
し
て
、
要
望
の
実
現
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
の

一
通
の
ハ
ガ
キ
が
、
大
き
な
力
と
な
り
ま
す
。 

会
員
の
皆
さ
ま
方
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

■
ハ
ガ
キ
の
出
し
方
■ 

●
お
手
数
で
す
が
、
９
月
号
の
会
報
「
陳
情
ハ
ガ
キ
」
を

切
り
取
っ
て
、
宛
先
と
御
住
所
等
を
ご
記
入
の
上
52
円
切

手
を
貼
付
し
、
11
月
下
旬
ま
で
に
郵
便
ポ
ス
ト
に
投
函
し

て
下
さ
い
。 

●
青
色
申
告
会
の
事
務
局
又
は
お
近
く
の
支
部
役
員
に
お

渡
し
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
。(

11
月
中
旬
ま
で) 

事
務
局
が
取
り
ま
と
め
て
、
議
員
に
直
接
お
届
け
し
ま
す
。

（
そ
の
場
合
切
手
は
要
り
ま
せ
ん
）  

土
地
・
建
物
を
譲
渡
し
た
方
へ 

平
成
27
年
中
に
土
地
や
建
物
を
お
売
り
に
な
っ
た
方
は
、

確
定
申
告
書
に
「
第
三
表(

分
離
課
税
用)

」
と
、「
譲
渡
所

得
の
内
訳
書(

確
定
申
告
書
付
表
兼
計
算
明
細
書)

を
添
付

し
て
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
来
年
の
確
定
申

告
期
間
は
、
江
東
西
税
務
署
内
で
は
相
談
窓
口
を
置
か
ず
、

東
京
国
税
局(
中
央
区
築
地)

で
の
相
談
と
な
り
ま
す
。 

当
会
で
は
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

詳
し
く
は
、
江
東
西
税
務
署:

資
産
課
税
部
門
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

法
定
調
書
提
出
義
務
者
・ 

源
泉
徴
収
義
務
者
の
方
へ
の
お
知
ら
せ 

平
成
27
年
10
月
２
日
に
所
得
税
法
施
行
規
則
等
の
改

正
が
行
わ
れ
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
番

号
法
」と
い
い
ま
す
。）
施
行
後
の
平
成
28
年
１
月
以
降
も
、

給
与
な
ど
の
支
払
を
受
け
る
方
に
交
付
す
る
源
泉
徴

収
票
な
ど
へ
の
個
人
番
号
の
記
載
は
行
わ
な
い
こ
と
と

さ
れ
ま
し
た
。
な
お
、
税
務
署
に
提
出
す
る
源
泉
徴
収
票

な
ど
に
は
個
人
番
号
の
記
載
が
必
要
で
す
の
で
御
注
意
く

だ
さ
い
。 

（
参
考
）
改
正
前
は
、
支
払
を
受
け
る
方
に
対
し
て
交
付

す
る
源
泉
徴
収
票
な
ど
に
つ
い
て
、
本
人
等
の
個
人
番
号

を
記
載
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
。 

  

～
忘
年
会
に
つ
い
て
～ 

12
月
９
日
（
水
）
に
開
催
い
た
し
ま
す
。
場
所
等
の
詳

細
は
後
日
ハ
ガ
キ
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
ご
案
内
い
た
し

ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

～
一
緒
に
活
動
す
る
仲
間
を
募
集
し
て
い
ま
す
～ 

■
設
立
目
的:

健
全
な
青
色
申
告
運
動
の
発
展
に
寄
与
す

る
と
と
も
に
、
企
業
経
営
の
繁
栄
と
女
性
の
地
位
向
上
を

目
的
と
す
る
。 

■
加
入
資
格:

申
告
会
の
会
員
も
し
く
は
そ
の
配
偶
者
ま

た
は
親
族
で
あ
っ
て
、
そ
の
事
業
に
従
事
し
て
い
る
女
性

の
方
。 

■
活
動
紹
介 

1.
税
務
研
修
会
（
源
泉
・
決
算
・
確
定
申
告
等
） 

2.
記
帳
指
導
会
（
手
書
き
の
複
式
簿
記
・
パ
ソ
コ
ン
会
計
） 

3.
申
告
会
の
各
種
行
事
へ
の
参
画
、
協
力
・
支
援 

4.
会
員
相
互
の
情
報
交
換 

etc

・
・
・ 

女
性
部
か
ら
の
お
知
ら
せ 

 

事
務
局
か
ら
の
お
知
ら
せ 

 

こ
れ
か
ら
の
予
定 

 


